
ふっさっ子の広場事業実施委託に係るプロポーザル実施要領 

 

 

１ 委託業務概要 

 （１） 件名 

     ふっさっ子の広場事業実施委託 

 （２） 業務の目的 

   小学校内の教室等を活用し、安全な見守りのもと、たくさんの異年齢の友達や地

域サポーターとの関わりの中で、集団ルール等の社会性や自主性、協調性などを身

につけ、子どもたち一人一人を健やかに育てることを目的とする。 

（３） 業務概要 

   放課後等に福生市立小学校の施設を利用し、児童の健全育成及び自主的活動の

助成を図るため、次の運営指針のもとに実施すること。 

また、福生市立福生第一小学校、福生市立福生第二小学校、福生市立福生第四小

学校、福生市立福生第五小学校の全４校を一事業者に委託をすることとする。 

ア 児童が放課後等に安全に過ごせる場を提供すること。 

イ 広場の事業の活動をとおして、学年を超えた児童相互の交流の中から、児童の自主

性、社会性、協調性等の育成を図ること。 

ウ 児童の保護者及び地域住民と協力し、児童が健全に過ごせるための環境づくりを

推進すること。 

エ 児童が楽しめる室内外の遊びを行い、多様な体験・活動を取り入れること。 

オ 新・放課後総合プランに基づき、学童クラブとの一体的又は連携して実施をするこ

と。（月数回） 

カ その他教育長が必要と認める事項に関すること。 

 （４） 委託期間 

     契約締結日の翌日から令和９年３月 31日（水）まで（５年間） 

   

２ 委託料 

348,080,000円（税込み）以内  

【年度ごとの内訳】 

令和４年度：69,616,000円  

令和５年度：69,616,000円  

令和６年度：69,616,000円  

令和７年度：69,616,000円  

令和８年度：69,616,000円  

本業務の履行に係るすべての経費を含むものとする。また、提案は上記の委託料を越え

てはならない。 

 

 



３ 提案内容 

 （１） プログラム内容 

 （２） 学童クラブとの一体的・連携した活動実施 

 （３） 各種指導員の勤務条件・有資格者等の適正な配置について 

 （４） 特別な支援が必要な児童に対する支援 

 （５） 傷害・賠償保険の加入 

 （６） 研修体制 

 （７） 安全対策・危機管理・入退室管理 

 （８） 学校・保護者への説明会の実施 

 （９） 費用について 

   

４ 参加資格 

（１） 法人その他の団体（社会福祉法人、民間事業者、特定非営利活動法人等）で、令

和３年４月１日現在、学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）（児童福祉法（昭和

22 年法律第 164 号）第 34 条の８に規定するものをいう。以下同じ。）又は放課後子ど

も教室（文部科学省「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領」別紙２「学

校・家庭・地域の連携協力推進事業」に規定するものをいう。以下同じ。）の東京都内

での運営実績があり、かつ、管理運営を円滑及び安定して実施できる団体であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないも

のであること。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

等により更生又は再生手続が開始されていないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条に規定する暴力団等及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 

（５） 国税（法人税、消費税等）又は地方税（法人事業税、法人市民税等）を滞納して

いないこと。 

（６） 応募書類提出時点で、市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止

措置を受けていないこと。 

 

５ 企画提案参加資格確認申請 

  この企画提案に参加を希望する者は、指定した書類一式を指定した申請場所に申請期

間内に提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 

 （１） 申請期間 

     令和３年７月１日（木）午前８時 30分から令和３年７月 15日（木）午後５時 15

分まで 

 （２） 申請場所 

     福生市総務部契約管財課契約係（庁舎第１棟５階） 

 （３） 提出書類 

ア 企画提案参加資格確認申請書（指定様式）１部 



     福生市ホームページからダウンロードを行い、Ａ４サイズで作成すること。 

  イ 都内での運営実績が確認できるもの（契約書の写し等） １部 

ウ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）  ※ 発行後３か月以内 １部 

エ 法人の財務状況に関する書類（直近３年分）各１部 

オ 印鑑証明書  ※ 発行後３か月以内 １部 

カ 納税証明書（直近年度のもので未納がないことが確認できるもの） 

    ※ 発行後３か月以内  

（ア） 国税（法人税並びに消費税及び地方消費税） 各１部 

（イ） 応募者が所在する都道府県民税（法人事業税） １部 

  キ 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票＜表裏両面＞（写し） １部 

    ※ キを提出する場合は、ウ～カの書類を省略することができるものとする。 

 

６ 参加資格審査結果の通知 

  令和３年８月２日（月）午後５時までに全事業者へ通知する。 

 

７ 仕様書等の貸出し 

  企画提案参加申請書等により参加資格確認後、仕様書等の貸出しを８月２日（月）に行

う。 

 

８ 質疑の提出及び回答 

 （１） 提出期限 

     令和３年８月 25日（水）午前 10時まで（必着） 

本委託の内容等に関する質問は指定の質疑書に届出印を押印した原本（質疑書）

をもって行うこと。FAX、e-mailによる質問も認めるが、その場合は質疑書下段に

記載してある番号、アドレスに送信後、契約管財課契約係まで電話にてその旨を連

絡し、提出書類を提出する際に、届出印を押印した原本（質疑書）を提出するもの

とする。 

     また、電話・口頭での質問は受け付けないものとし、質問がない場合はその旨の

連絡は不要とする。 

 （２） 回答日 

    令和３年９月３日（金）午後５時までに FAX又は e-mailにて全事業者へ通知す

る。 

※ 質疑書の様式は、福生市ホームページの「事業者向け情報」→「入札・契約」

→「書式一覧」→「入札書などの書式一覧」からダウンロードしたものを使用

すること。 

     契約担当：契約管財課契約係 

電話：042-551-1539（直通） 

     FAX：042-553-4451 

     メールアドレス：f-keiyak@city.fussa.lg.jp 

mailto:f-keiyak@city.fussa.lg.jp


９ 企画提案書等の提出書類 

 （１） 提出書類及び必要部数 

ア 企画提案書 原本１部、副本８部 

    様式については任意とするが、「３ 提案内容」についての内容を取り入れること。 

イ 参考見積書（任意様式） 原本１部 

※ 提案金額は総額を記載し、年度ごとの内訳書を添付すること。 

※ 提案金額は税込みとする。 

ウ 会社概要、業務実績調書、担当者の経歴書等 ８部 

   （ア） 会社概要 

   （イ） 業務実績調書 

   （ウ） 担当責任者の経歴及び業務実績調書 

 （２） 提出期限等 

  ア 提出期限 

    令和３年９月 10日（金）午後３時まで（必着） 

  イ 提出場所 

    福生市役所契約管財課契約係（庁舎第１棟５階） 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送によること。 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法

とすること。 

 

10 審査方法 

   （１） 一次審査（提案書審査） 

    ア 一次審査通過基準 

書類審査により上位５社以内の事業者を選定し、二次審査を行う。なお、二次審査

に一次審査の得点は持ち越さない。 

    イ 一次審査の省略 

      事業者が５社以下の場合は、一次審査を省略することができる。 

    ウ 一次審査結果通知 

一次審査実施後、結果を速やかに企画提案者全員に対して、一次審査結果通知書に

より通知するものとする。 

    エ 審査基準 

     （ア） 事業の内容 

     （イ） 本委託の実施体制 

     （ウ） 本委託の受託実績 

    （エ） 提案価格について 

     （オ） 資料調製力について 

   （２） 二次審査（プレゼンテーション審査） 

    ア 日程 



      令和３年９月 29日（水） 

二次審査の時間については、一次審査結果通知と併せて知らせる。 

なお、プレゼンテーションの順番については、契約係への提出書類の提出順とする。 

    イ 場所 

    福生市役所もくせい会館 201・202会議室 

    ウ 提案時間・機材等 

     （ア） 提案時間は 20分（おおむね提案 15分、質疑応答５分）とする。なお、機材

等の準備をする場合は、開始前に別途時間を設ける。 

     （イ） プロジェクター使用等のプレゼンテーションの方式は問わないが、全て提案

者にて用意すること。ただし、当日にプレゼンテーション用資料を追加配布するこ

とは不可とする。 

     （ウ） 説明は原則として、委託契約を請け負った場合に当該業務を担当する者が行

うこととする。 

    エ 審査基準 

     （ア） 事業の内容 

     （イ） 本委託の実施体制 

     （ウ） 本委託の受託実績 

     （エ） 提案価格について 

     （オ） プレゼンテーションの内容について 

     （カ） 事業の独自性、創意工夫について 

（３） 審査結果の通知 

       審査結果の通知は、受注候補者の特定後速やかに二次審査参加事業者に対して、

二次審査結果通知書により通知するものとする。また、この企画競争によって特定

された者は、最適なものとして特定しただけであり、この企画競争を経た後、契約

を締結するまでは契約関係を生じないものとする。 

 

11 日程 

公告、募集開始 令和３年７月１日（木） 

募集締切 令和３年７月 15日（木） 

図書配布 令和３年８月２日（月） 

質問受付締切 令和３年８月 25日（水）午前 10時まで 

質問回答 令和３年９月３日（金）午後５時まで 

企画提案書等受付締切 令和３年９月 10日（金）午後３時まで 

一次審査結果通知 令和３年９月 24日（金）まで 

二次審査（プレゼンテーション）実施 令和３年９月 29日（水） 

結果通知 令和３年 10月８日（金）まで 

契約締結 令和３年 10月下旬 

業務引継ぎ開始 令和３年 11月上旬 

 



12 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、そ

の提案を失格とする。 

   （１） 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

   （２） 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された用件に適合しないもの 

   （３） 提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

   （４） プレゼンテーション等に出席しなかったもの 

   （５） 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

   （６） 参考見積書の金額が、「２ 委託料」を超過したもの 

 

  13 契約 

受注候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の

手続を行うものとする。 

    なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出すること。 

 

14 その他留意事項 

 （１） 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

 （２） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止

措置を行うことがある。 

 （３） 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しな

い。 

 （４） 選定結果についての異議申立ては認めない。 

 （５） 参加の意志がない場合には、契約管財課契約係に辞退届を提出すること。 

 （６） 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

 （７） 福生市情報公開条例（平成 13 年条例第 30 号）に基づく開示請求があった場合

は、原則として開示の対象文書となる。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営

上の地位、その他正当な利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があるの

で、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出る

こと。 

   なお、本プロポーザルの受注候補者特定前において、決定に影響が出る恐れがある情

報については決定後の開示とする。 

 

15 担当部署（提出・問合せ先） 

  福生市役所総務部契約管財課契約係 

  住所：福生市本町５番地 

  電話：042-551-1539 


